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平成２７～２９年度における三芳町公募補助金の 

交付申請に対する評価判定結果の答申（付：提言） 

 

私ども５名で構成する「三芳町補助金等検討委員会」は、３年前の平成２３年１０月

１１日付けで設置されました。 

当時、貴職から「任期３年」として同委員会の委員を委嘱された者（今年度、新たに

加わった蕪木忠政委員（８月１９日付けで就任）の前任者であった君島孝信元委員を加

えた５名）は、就任後ただちに、当面の緊急検討課題として、平成２４年度予算編成に

先立って、町が新たに導入することとした「公募制による補助金制度」による補助金申

請案件の評価判定及び従前から行われている「施策的判断に基づく補助金」案件の補助

等継続の是非の評価判定を行うよう求められました。 

限られた検討時間ではありましたが、平成２３年１１月２９日付けで「三芳町におけ

る公的補助等のあり方に関する提言」を取りまとめて、貴職に提出いたしました。 

 またその後、平成２４年度には、当委員会の活動として、“三芳町方式”とも言うべ

き、新たな「補助金交付申請の評価判定基準」の確立を図ることとし、一部、既にそれ

を適用して、実際の申請を評価判定する実績を積み上げて参りました。 

このたび、去る８月１８日付けで、平成２７年度から同２９年度までの「公募方式によ

る補助金交付の申請」に関して、貴職より当委員会に諮問をいただきまして、鋭意検討を

行ってきました。 

本日ここに、「答申」いたします。 

 

 

１． 諮問から答申までの経過 

当委員会の活動も３年目に入り、事務局との意思疎通を図る中、諮問されたその日
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に、平成２７年度から同２９年度までの期間を対象とした公募補助金の交付申請３１

件の関係書類を受け取りました。 

３年前の時の書類群とは異なり、書式の整備や内容・質的な改善も見られ、私ども

各委員が審査するポイントもその多くが良くカバーされるようになっていたことは、

一定の評価をしているところです。 

 ３年前の審査作業の時とは違って、申請件数は、３分の１程度となりましたが、そ

れでも、委員会の平場で１件１件を審査するには、膨大な件数であるため、委員間の

合意により、各委員は、会議の席上合同で行なう評価判定の擦り合せに先立って、そ

れぞれが独自に膨大な案件ごとの説明資料を自宅や自分の事務室・事務所へ持ち帰っ

て、それらを読解するという作業を課せられました。 

 今回の評価判定作業の進め方としては、次項に掲げる新「評価判定基準」の作業表

を利用して、まず、「基本判定基準」として「公益性の判定」を行いました。 

これは、地方自治法第２３２条の２（寄附又は補助）で「普通地方公共団体は、そ

の公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定され

ていることを厳格に捉えて、「入り口で整理する」ことを実行することとしたものです。 

次いで、個別案件ごとに、個別判定基準として７項目の評価項目に沿ってそれぞれ

評点し、それを、第一段階では、それぞれの委員ごとに集計して、評点区分を決めて、

その後、第二段階として、全委員の評点を合計して、委員会としての総合評定を決定

する流れを辿りました。 

その過程で、申請案件に対する「総合評点」、「措置の方向性」や「伏在する問題点

と改善の方向」についても、各委員間で擦り合わせを行って、最終答申として取りま

とめました。 

 

２． 新「評価判定基準」の全面適用 

平成２４年度の当委員会の検討課題は、“三芳町方式”とも言うべき、新たな「補

助金交付申請の評価判定基準」の確立を図ることでした。会合を重ねる中で、徐々

に委員間のコンセンサスも醸成され、平成２４年１０月１５日に旧来の判定基準に

換えて、当委員会の統一見解として、別紙１．のとおり、町当局へ建言し、採用さ

れました。 

 今年度、貴職より平成２７年度から同２９年度までの「公募方式による補助金交付

申請」の諮問を受けまして、既に採用されて、一部適用して参りました新「評価判定

基準」を今回の検討に当たって全面的に適用して、評価判定作業を進めました。 

 その結果について、次項３．以下でお示しいたします。 

 

３． 今回申請案件に対する委員会の最終評価の結果 

委員会の各申請に対する評価判定は、まず当該活動・事業に「公益性ありやなしや」 
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というところから入りました。 

案に相違して、この作業は、難渋を極めました。それぞれの委員において、申請対 

象になっている活動や事業についての理解・判断に相違があり、判定結果について、 

委員間で相当なバラつきがあることが浮き彫りになりました。 

 当初は、全委員が一致して「公益性なし」と判断した申請案件は、所管課を通して 

当該申請団体にその旨を伝え、団体の判断で、申請の手直しの後、再度提出されるか、 

又は、今回の申請を断念されるかの流れに移行するという段取りを想定していました 

が、審議の過程で、提出書類の細部を入念に精査し、かつ不足の情報を各課から提供 

を求めることが必要と判断するに至りました。 

 その結果、今回の案件の評価判定では、「入り口で整理する」ことを緩和して、内容 

の個別評価に入ることにしました。 

 それぞれの委員の「公益性」の判定意見はそのままにして、各委員において、７項 

目の「個別判定基準」の評定項目の判定作業を行いました。 

その後、全委員の評点を突合して、委員会としての総合評定を決定し、合わせて、

それぞれの申請案件ごとに、「措置の方向性」や「伏在する問題点と改善の方向」につ

いても、各委員間で擦り合わせを行って、最終答申として取りまとめました。 

 結果的な判定となりましたが、委員会全体として「公益性なし」と判断された案件 

は、「評点区分が「―」」の３件となりました。 

 今回の各案件の「総合評点」による区分は、以下のとおりでした。また、それぞれ 

の申請に対する「措置の方向性」は、別紙２．「公募補助金申請の評価判定結果一覧」 

に表記しております。 

 

＜総合評定の結果＞ 

 

（１）申請を容認すべきもの（評定区分Ａ）・・・・１件 

整理番号１０番 「竹間沢ほたる育成会」 

 

（２） 申請内容をさらに精査したのち補助決定すべきもの（評定区分Ｂ）・・・９件 

整理番号１番 「三芳町身体障害者福祉会」 

整理番号２番 「三芳町こころの健康づくりをすすめる会」 

整理番号３番 「三芳地区更生保護女性会」 

整理番号４番 「三芳町手をつなぐ親の会」 

整理番号１１番 「三芳町商工会」 

整理番号１６番 「三芳町茶業研究会」 

整理番号１８番 「三芳町川越いも振興会」 

整理番号２５番 「ＮＰＯ街のひろば・子どもの健全育成支援事業」 



4 

 

整理番号３３番 「三芳町郷土芸能保存協議会」 

 

（３） 公募補助金の交付ではなく、施策補助や直轄事業・委託などへの切り替えを図

るべきもの（評点区分Ｃ）・・・・１８件 

整理番号６番 「三芳医会」 

整理番号７番 「三芳町食品衛生協会」 

整理番号９番 「三芳町環境保全協力会」 

整理番号１２番 「三芳町青年農業者協議会」 

整理番号１３番 「三芳町農業経営研究会」 

整理番号１５番 「三芳町４Ｈクラブ」 

整理番号１７番 「三芳町農家組合長連絡協議会」 

整理番号２０番 「東入間交通安全協会三芳支部」 

整理番号２１番 「三芳町交通安全母の会」 

整理番号２２番 「三芳町小学校体育連盟三芳支部」 

整理番号２４番 「三芳町文化協会」 

整理番号２６番 「竹間沢小学校ＰＴＡ・家庭教育学級」 

整理番号２７番 「上富小学校ＰＴＡ・緑化推進事業」 

整理番号２８番 「上富小学校ＰＴＡ・家庭教育学級」 

整理番号２９番 「三芳小学校ＰＴＡ・家庭教育学級」 

整理番号３０番 「三芳町連合ＰＴＡ連絡協議会」 

整理番号３１番 「三芳町スポーツ推進委員連絡協議会」 

整理番号３２番 「日本ボーイスカウト三芳団育成会」 

 

（４） 公募補助金の交付でなく、内容をさらに精査した上で、施策補助や委託への切

り替えを行うべきもの（評点区分「－」その１）・・・・２件 

整理番号５番 「三芳町遺族会」 

整理番号８番 「三芳町料理飲食店組合」 

 

（５）公募、施策の別を問わず、補助対象から除外すべきもの（評点区分「－」その

２）・・・１件 

整理番号１４番  「入間東部労働組合連合会・旗開き」 

 

４． 施策補助金に対する審査及び判定の必要性 

本書「前文」の中でも述べましたが、当委員会の発足当初は、施策補助金の継続 

の適否についても、審査及び判定を行いました。 

今回の公募補助金の交付申請案件の評価判定の結果、かなりのものが、「公募補助」 
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から「施策補助」への「切り替え」を「措置の方向性」として答申しております。 

ここで注意しておきたいことは、金額面で見ると、施策補助金が圧倒的に多額で 

あるということです。 

町当局が、引き続き、財政運営の適正化を標榜するのであれば、補助金の大部分 

を占めることとなる施策補助金の審査及び判定を、外部からの目線で厳格に行うこ 

とが不可欠であると考えます。 

当委員会として、敢えてこの機会に、このことに言及しておきます。 

 

５． 申請案件に伏在する問題点と改善の方向 

以上、今回の委員会での評価判定結果を示しましたが、各委員の任期３年の中で補 

助金等の適正化に向けて、町当局に対しても、また補助等を求める団体に対しても、 

改善を求めるべき点が多々感じられましたので、改めてここでそのことを明らかにし、 

関係者の理解と努力を期待するものです。 

改善を要する問題点に該当する申請案件は、とくに顕著なものをそれぞれの事項ご 

とに、その該当団体又は活動の整理番号（１９番、２３番は欠番です）を表記しまし 

た。 

なお、ここでは、紙数の都合上、該当団体又は活動の名称は、割愛させていただき 

ます。 

 

 （１）「公益性」の感得困難事案の存在 

 ・先にも述べたように、公募による補助金交付の前提条件は、まず「公益性あ 

り」ということが挙げられる。 

・その判定のため、申請書類などに表記されるべき次の諸点をチェックした。 

① 公益に直接資する活動であること。（地域福祉の向上に直接寄与すること。） 

② 組織内外に開かれた活動であること。 

③ 適正な手続きを経て制定された規約があり、それに基づいて運営されている

こと。 

④ 最新の役員名簿が開示されていること。 

⑤ 団体の事業活動の成果を明示すること。 

⑥ 毎期ごとの決算を行い、監査役による監査が適正に行われていること。 

⑦ 補助金以外に会員の会費等の十分な収入があること。 

⑧ 前期の事業総括（実績報告）および収支決算がきちんと行われ、そのことを

表す書類が添付されていること。 

・遺憾ながら、これらのことが十分示されず、その団体あるいは活動が、「公益 

に直接資する」かどうかの感得が困難な事例があった。 
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【該当案件】 

 整理番号５番、同８番、同１４番 

 

 （２）補助金交付窓口と受領団体事務局の混同の残存 

・今回審査の対象となっている団体の規約（会則）の中に、その団体の事務局を 

「町役場○○課内に設置する」としている団体が驚くほど多く見られた。 

・団体の自主性・独立性の上で行われるはずの活動が、町と密接不可分になって 

いる実態がそこにはある。 

・それぞれの団体は、本来、町と一定の距離をおくべきものであり、少なくとも、 

それらの団体の事務局の所在場所は、たとえば、「会長の住所」あるいは、「事 

務責任者の執務場所」などというように、早急に改正されるべきである。 

・これらの団体の適正な活動を指導・監督すべき担当課が、むしろ、その団体の 

事務処理を肩代わりしているのではないか、言い換えれば、「自己行為」ではな 

いのか、との疑念を抱かれかねない。 

・その担当課に配置されている職員は、「本来業務」があって配置されているはず 

 であり、もし、団体の事務を肩代わりしているようならば、実質的には、団体 

 に対して、「見えない公的助成（人件費その他）」をしていると見ることもでき 

 る。公的助成の透明性確保の観点からも、このことを容認できない。 

・逆に、団体に事務処理体制が不十分なため、事実上、手伝っているとした場合 

であっても、その職員の「本来業務」に支障を来していることになり、そのこ 

とを是認することは、考えられない。 

 

【該当案件】 

     整理番号１番、同２番、同３番、同４番、同５番、同７番、同９番、同１

７番、同２０番、同２１番、同２４番、同３１番、同３２番、同３３番 

 

 （３）公的補助受領団体として不適切な支出費目の散見 

・団体の事業会計の中で、交際、慶弔、飲食、役員報酬、退職者記念品など、公 

益的な活動に直接結びつかない経費が含まれる事業予算となっている場合につ 

いては、社会一般通念上から見ても、公費助成の対象外事業とするべきである。 

・具体的な改善の方向としては、このような費目の支出については、別途特別会 

計を設けて、その収入は、「会員からの会費」「公以外からの寄付」「事業収益」 

などで構成し、公的補助金を収入に計上している、いわゆる「一般会計」から 

の繰り入れは、一切行わないことが必要である。 

・団体の総会、役員会、内部の研修、ときには親睦会の費用が公的助成金の中に 

占める割合が高い団体が多々あり、その改善を次のように求める。 
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すなわち、公的助成額を削減したり、研修を町民に開かれたものにしたり、ま 

た、団体の「ポスターセッション」を、「文化祭」や「産業祭」など、町民の目 

に触れるところで町民の評価を受けるような形で実施したりすることが、必要 

である。 

・団体の構成員の個人的な研修費（視察研修を含む）及びそれに関わる交通費に 

ついては、その当人の自己負担が原則と考えるべきである。 

・公的助成による資金の使途が、支出結果の中で、明確に区分されて見えるよう 

する。 

・規約（会則）と活動内容に整合性がないものは、それらの整合を図らない限り、 

公的助成を行わないこととする。 

 

【該当案件】 

     整理番号１番、同４番、同５番、同６番、同７番、同８番、同１２番、同

１６番、同１７番、同２０番、同２６番、同２７番、同２９番、同３１番、

同３２番 

 

 （４）少額補助金の放置・存続 

・その団体の全体予算に占める補助金等の割合が極端に低いものは、打ち切る 

ことも視野に入れて、思い切った見直しを行う。 

・一応の目安としては、年額２，３万円以下のものについては、公的助成がなか 

 った場合の想定状況の説明を当該団体に求めて、改めて助成の要否・当否を判 

 断することが望まれる。 

・少額補助の交付を申請し続けている団体の多くは既に自立が図られているにも 

かかわらず、いわゆる、お役所の「お墨付き」があった方が対外的な活動がし 

易いという判断の下なのか、申請を止めないでいると考えられる。 

・今後は、その団体においては既に自立が図られていて、なおかつ地域福祉の維 

持・向上に貢献しているという「社会的認証」（消防関係における「マル適」マ 

ークの付与など）を与えて、それを一定期間ごとに更新する仕組みを採り入れ

ていくことが必要である。 

 

【該当案件】 

     整理番号２番、同７番、同８番、同９番、同１２番、同１４番、同１６番、

同１７番、同２８番、同３３番 

 

 （５）高額補助金の「公募補助申請」の不整合 

・補助金が主体の資金構成でかつ高額の助成によって運営されている町主導の活 
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動に関しては、今後、すみやかにその団体に対する補助金を打ち切り、町自身 

の直轄事業か、あるいは当該団体等への業務委託に移行して、活動および結果 

を町が主体的に評価するべきである。 

・補助金等の助成額が大きな案件については、３か年の全体を精査する中で慎重 

に審査することが重要である。 

 

【該当案件】 

     整理番号５番、同６番、同１０番、同１１番、同２０番、同２４番、同２

５番、同３０番、同３２番 

 

 

 （６）行政側の義務事項の外部団体への依存 

    ・本来、外部の団体や組織の活動や事業執行に依存するのではなく、行政自らの 

責任において、しっかり必要な事業展開を行うべきものがある。今回の公募 

補助金交付申請案件の中には、こうしたケースが散見された。行政側の義務 

事項の確認を行う必要がある。 

 

【該当案件】 

     整理番号２６番、同２７番、同２８番、同２９番、同３０番 

 

 （７）申請添付書類の不備 

・書類提出時に公募補助申請受付担当課は、申請書類の内容の確認を行い、形 

      式的及び実質的に不備があれば、そのことを具体的に指摘し、申請書類の差 

し替えの後、再提出を求めることを励行してほしいところである。 

・申請団体において、不備の是正がなされない場合には、当該申請を不受理と 

するくらいの意識が求められる。 

      

 【該当案件】 

 整理番号１番、同７番、同８番 

 

 （８）同一目的に対して複数団体の並立容認 

  ・その複数の団体の外から見て、どう見ても、同一目的に向かっているが、別 

   団体を設立したとしか思えない組織が、それぞれ別々に公募補助金の交付を 

申請するという不自然な状況が感じられた。 

      ・公募補助金の交付を求めるのであれば、双方の団体の事情を良く整合させて、 

一本で交付申請するよう改善すべきである。 
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【該当案件】 

 整理番号７番、同８番、同２０番、同２１番 

 

 （９）いまだ６次産業化の動きと距離 

     ・現在、我が国では、農業を単に第１次産業としての位置づけにとどめること 

なく、第２次産業の加工業や第３次産業の流通・販売業や観光業とも有機的 

に結合させる多角的産業化を推し進める動きが強まっている。 

     ・付加価値として、農業のブランド化、消費者への直接販売、レストランの経 

営なども挙げられているところである。 

     ・長い歴史を持つ「三芳町の農業」についても、「芋」「茶」「そば」その他「葉 

物」や「根菜類」などの生産を充実するとともに、ダイナミックな６次産業 

化へ向けて、行政の力強い後押しで、地域の基幹産業の一つとして、その発 

展を目指すべきものと考える。 

 

【該当案件】 

     整理番号１２番、同１３番、同１５番、同１６番、同１８番 

 

 （１０）性や年齢による壁の存在 

     ・「男女共同参画社会の実現」が声高に叫ばれるようになってから相当の期間が 

      経過してきているが、団体の構成員をどちらかの性に制限しているものがあ 

      った。余程の事情がない限りは、男女ともにその活動を共同でやることがで 

      きないのかどうか、今後の課題として提起しておきたい。 

     ・また、当該組織の構成員の年齢の下限と上限を設けているものがあったが、 

これも、真に止むを得ない条件なのかどうか、今一度、考えて見ることは必要 

であると思われる。 

 

【該当案件】 

 整理番号３番、同１５番、同２１番 

 

６．結び 

以上、当委員会は、外部委員会として審議を尽くし、この答申・提言を取りまとめま

したが、申請案件の評価を進める中で、私どもは、町当局が、公募の補助金に関して、“過

去のしがらみ”から、問題点の解消をズルズルと先延ばししてきたような事例があるこ

とも、垣間見たように思いました。 

貴職におかれましては、この答申・提言に盛り込まれた私どもの率直な思いを正面で
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受け止めていただき、すみやかに果断な措置を講じていただくよう、強く望むものであ

ります。 

終わりになりましたが、三芳町の今後ますますのご発展を祈念して、本書の結びとい

たします。 

以 上 
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別紙１．Ⅰ 三芳町公募補助金交付申請審査判定の考え方 

（平成２４年１０月１５日改正） 

 
１ 公募補助金の申請受付後の最初の判定 

 
  まず、「補助金交付申請書」を提出した団体ごとに、その団体の設立目的、

活動、事業等からみた「公益性の有無」を、別紙の「三芳町公募補助金交付

申請審査判定基準」（以下、同じ。）の「１．基本判定基準」に沿って、判定

する。 
  この段階で、「公益性なし」と判定された申請については、当該団体に対し

て、受付窓口を通じて速やかにその旨連絡し、申請の手直し等を求めるもの

とする。 
なお、この段階で、当該申請の撤回もあり得るものと思料する。 

  申請が再提出された場合には、改めて同様の手順で審査する。 

 
 
２ 「公益性あり」と判定された申請の中身の詳細評価 

 
上記１の「公益性の有無」の判定で、「公益性あり」と判定された申請につ

いて、各委員において、別紙の「２．個別判定基準」の７評価項目について、

それぞれ判定し、評点を決める。 
  全委員分の集計の前に、委員個人の判定結果は、別紙の「３．委員個人評

定結果」の表に当てはめて、該当区分を判定する。 

    
＜委員個人の評点区分＞ 

 
○評点区分Ａ（２６～２０点） 

   ＝ 申請内容から判断して、補助金交付の対象として、 
         適格と認められ、問題なく交付するべきであると 

考える。 
  ○評点区分Ｂ（１９～１４点）   

＝ 交付申請内容から判断して、原則的には補助金を 
                 交付するべきであると考えられるが、補助するに 

当たっては、その活動や事業について、当委員会 
の附帯意見を踏まえた検討を求めたい。 

  ○評点区分Ｃ（１３～７点） 
＝ 交付申請内容から判断して、原則的には補助金を 
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                 交付するべきでないと考えられるが、それにもか 
かわらず、補助金を交付する場合には、その活動 
や事業について、相当な改善が実施されることが 
必要である。 

○評点区分Ｄ（６～０点） 
＝ 既提出の申請内容から見て、補助金交付の対象と 

しては、不適格と判断せざるを得ず、交付するべき 
でないと考える。 

 
 
３ 委員会としての総合評定 

 
  各委員において、別紙の「２．個別判定基準」の７評価項目について、そ

れぞれ判定し、評点を決めたものを、全委員分についてこれを集計し、別紙

の「４．委員会の総合評定」の表に当てはめて、該当区分を判定する。 

 
   ＜委員会の総合判定評点区分＞ 

 
◎評点区分Ａ（１３０～１００点） 

                 ＝ 申請内容から判断して、補助金交付の対象として、 
適格と認められ、問題なく交付するべきであると 
考える。 

◎評点区分Ｂ（９９～７０点） 
                   ＝ 交付申請内容から判断して、原則的には補助金を 

交付するべきであると考えられるが、補助するに 
当たっては、その活動や事業について、当委員会 
の附帯意見を踏まえた検討を求めたい。 

◎評点区分Ｃ（６９～３５点） 
                  ＝ 交付申請内容から判断して、原則的には補助金を 

交付するべきでないと考えられるが、それにもか 
かわらず、補助金を交付する場合には、その活動 
や事業について、相当な改善が実施されることが 
必要である。 

◎評点区分Ｄ（３４～０点） 
               ＝ 既提出の申請内容から見て、補助金交付の対象と 

しては、不適格と判断せざるを得ず、交付するべき 
でないと考える。 
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４ 委員会の見解の最終調整と町長への報告 

 
  上記３で委員会として出した計数的評定結果を踏まえて、委員会において 
は、各委員の判定結果をもとにした最終的な意見交換を行い、さらに定性的 
な判断要素も加味して調整した上で、委員会としての最終的な見解をまとめ 
る。 
委員会の見解がまとまった後、速やかに町長へ審査判定結果の報告と説明 

 を行うものとする。 

                                
以 上 
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